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工事計画届出書の一部補正について 

 

 

２０２３年３月１７日付け関原発第６２６号をもって届出しました工事計画届出

書について、別紙のとおり一部補正します。 
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高 浜 発 電 所 第 ３ 号 機 

 

 

 

工 事 計 画 届 出 書の一部補正 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関 西 電 力 株 式 会 社



 

- T3-i - 

 

目     次 

 

Ⅰ．補正項目  

 

Ⅱ．補正を必要とする理由を記載した書類  

 

Ⅲ．補正前後比較表  

 

Ⅳ．補正内容を反映した書類  

 



 

 - T3-Ⅰ-1/E - 

Ⅰ．補正項目 

 

 

補正項目 

補正項目及び補正箇所は下表のとおり。 

補正項目 補正箇所 

Ⅱ．工事工程表 

 

Ⅲ．変更を必要とする理由を記載した書類 

 

Ⅳ．核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律第４３条の認可の申請をした年月日を記載した

書類 

 

Ⅴ．添付書類 

 

「Ⅲ．補正前後比較表」による。 

 

「Ⅲ．補正前後比較表」による。 

 

「Ⅲ．補正前後比較表」による。 

 

 

 

「Ⅲ．補正前後比較表」による。 
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 Ⅱ．補正を必要とする理由を記載した書類 

 

 

補正を必要とする理由 

２０２２年１２月２３日付け関原発第５５４号にて申請した設計及び工事計画認可申請書にお

いて、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の９第１項の申請を

一部補正する必要が生じたため、本工事計画についても、「Ⅱ．工事工程表」、「Ⅲ．変更を必

要とする理由を記載した書類」、「Ⅳ．核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

第４３条の認可の申請をした年月日を記載した書類」、「Ⅴ．添付書類」の記載の適正化を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Ⅲ．補正前後比較表 

 



 

 

高浜発電所第３号機 工事計画届出書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅱ．工事工程表】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

 高浜発電所第３号機 工事計画届出書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅲ．変更を必要とする理由を記載した書類】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

高浜発電所第３号機 工事計画届出書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅳ．核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の認可の申請をした年月日を記載した書類】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

高浜発電所第３号機 工事計画届出書の一部補正 補正前後比較表 

【Ⅴ．添付書類】 

変 更 前 変 更 後 備   考 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 



 

 

Ⅳ．補正内容を反映した書類 
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Ⅱ．工事工程表 

今回の工事の工程は次のとおりである。 

 

年 
2023 

項 目 月 5 6 7 8 9 10 11 12 

現地工事期間     
 

   

原子炉冷却系

統設備 

検
査
可
能
時
期 

構造、強度又は漏えいに係

る検査をすることができる

ようになった時 

◇        

工事の計画に係る全ての工

事が完了した時 
 

 

      

放射線管理 

設備 

検
査
可
能
時
期 

構造、強度又は漏えいに係

る検査をすることができる

ようになった時 

◇        

工事の計画に係る全ての工

事が完了した時 
 

 

      

※：検査時期は工事の進捗により変更となる可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

◇･････････････◇ 

◇･････････････◇ 



 

 - 4 - 

Ⅲ．変更を必要とする理由を記載した書類 

 

変更を必要とする理由 

 

現行の高感度型主蒸気管モニタについて、製造メーカによる修理及び修繕対応が終了した

ことから、新たな高感度型主蒸気管モニタへの改造を実施する。 

 



 

 - 5 - 

Ⅳ．核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の認可の申請をした年月日

を記載した書類 

 

当該事業用電気工作物に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３

条の３の９第１項の認可の申請をした年月日は以下のとおり。 

 

高浜発電所第３号機 

設計及び工事計画認可申請書番号 

関原発第５５４号（２０２２年１２月２３日） 

 

   以下、設計及び工事計画認可申請書の一部補正を行った書類番号 

    関原発第１４４号（２０２３年 ６月２６日）



 

 - 6 - 

Ⅴ．添付書類 

 

「原子力発電工作物の保安に関する省令第１５条第１号の規定に基づく指示について」（平

成２５年７月８日原規技発第1307081号・20130628商第22号）により、原子力規制委員会及び

経済産業大臣から添付することを要しない旨指示のあった以下の添付書類については、添付を

省略する。 

 

省略した添付書類 

１ 安全設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

２ 耐震性に関する説明書 

３ 放射線管理用計測装置の構成に関する説明書並びに計測範囲及び警報動作範囲に関す

る説明書 

４ 原子炉格納容器内の一次冷却材の漏えいを監視する装置の構成に関する説明書並びに

計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 

５ 放射線管理用計測装置の検出器の取付箇所を明示した図面 

６ 構造図 

７ 品質保証に関する説明書 

 


